
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｆ２－１２２００ 文字修正具等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｆ２－１２２０ 全 字消し用具 

Ｆ２－１２２２ 全 電動字消し具 

Ｆ２－８０ 一 事務用整理加工機器 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

５ 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ１－１１００ ナイフ 

Ｆ２－３１００ 製図用定規 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

７ 

この分類に含まれる物品 

電動字消し具 文字修正具 文字修正ペン 

文字加工用テープ転写具 字消し板 事務用塗膜転写具 

事務用修正テープホルダー 修正液塗布具  

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 

定義 

筆記した文字を修正あるいは消去する用具のうち、Ｆ２－１２２１～Ｆ２－１２２９に含まれないもの。 

「字消し板」とは、文字を消す際に必要な箇所のみを消すことができるよう当てがう板である。 

事務用塗膜転写具とは内部に複数の回転軸を持ち、その軸を回動させることにより、修正テープや粘着

テープを転写するものとする。 

登録１１２３１１１号 
文字修正器 

登録７８５９８３号 
電動字消し具 

登録８５４６２４号 
電動消しゴム器 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 

分類付与運用メモ（付与優先関係，懸案事項など） 

「字消し板」に該当するか否かの判断において、図面や説明から定規として用いられることが推定できるも

のは分類しない。 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 

過去に分類した物品の名称 

   

   

 

登録 660025-004号 
字消テンプレート 

登録８３５２７１号 
消しゴム付修正ペン 


